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太陽光発電設備の維持管理状況等に関する定期報告のお願い 

 

松本市では、令和６年４月１日に「松本市の豊かな環境を守り適正な太陽光発電事業を

推進する条例」（以下「本条例」という。）を施行しました。本条例では、条例第２１条の

規定により、対象の太陽光発電設備に対し、毎年度、維持管理状況等について定期報告を

行うことを義務付けています。（条例施行以前に発電を開始した設備も対象です。） 

別紙の対象確認表において、所有している又は発電事業を行っている太陽光発電設備

が本条例の対象であるかご確認いただき、対象である場合は、以下に沿って報告をお願い

します。 

 

記 

１ 報告期間 

  令和７年１月２０日（月）から令和７年２月２８日（金）まで 

  ※郵送の場合は、上記期間必着 

２ 報告内容 

  施行規則第１０条に定める様式第１６号により以下を報告願います。 

⑴ 発電事業に係る太陽光発電設備等の前年度の維持管理の状況 

⑵ 撤去費用の確保の状況 

３ 報告方法 

⑴ インターネットでの報告（推奨） 

  下記リンク先にアクセスし、必要事項を回答してください。 

  回答先ＵＲＬ：https://logoform.jp/f/vECxf 

   

 

⑵ メールでの報告 

  松本市ホームページ※から様式第１６号をダウンロードし、必要事項を記入の

上、回答先メールアドレスまで送付してください。 

  回答先メールアドレス：s-kankyo@city.matsumoto.lg.jp 

⑶ 郵送での報告 

  松本市ホームページ※から様式第１６号をダウンロードし、必要事項を記入の

裏面につづく 

 
ＱＲコード 



上、下記宛先・住所まで送付してください。（窓口にお持ちいただいても構いませ

ん。） 

  宛先：松本市役所 環境・地域エネルギー課 

  住所：〒３９０－８６２０ 長野県松本市丸の内３番７号 

※様式ダウンロード先 

ＵＲＬ：https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/126949.html 

 

 

 

（担当） 

環境・地域エネルギー課 

鈴木、笠原、堀口 

電話：０２６３－３４－３２６８ 
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